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研究成果の概要（和文）：摂食障害患者の治療拒否時の対応に関して、文献調査により「最善の益」と「判断能
力」の二つが論点として抽出された。この２つの論点に対して、国内の摂食障害の治療専門家の意識を調査した
結果、「最善の益」を生命維持と捉えて、生命危機時には強制的治療を選択する一方で、摂食障害患者の「判断
能力」は認める傾向が認められた。強制治療に対する考えは、保健行政側も同様に考えていることが明らかなっ
た。国外との比較においても、一定の判断能力を認めつつも生命危機時には強制的治療を選択する傾向は同様に
認められた。ただし、日本は、海外に比べて強制治療の根拠を家族の同意におく傾向が強いという特徴が認めら
れた。

研究成果の概要（英文）：Regarding response to treatment rejection of patients with eating disorders,
 two points- "best interest" and "mental capacity" were extracted by literature research. As a 
result of investigating the consciousness of experts of eating disorders treatment in Japan,  
compulsive treatment was choosed at the time of life crisis, because of considering "best interest" 
in eating disorders patients is life sustaining, while "mental capacity" of eating disorders 
patients was acknowledged. It became clear that the thought on forced treatment is thought by the 
health administration side as well. Even in comparison with overseas, the tendency to select 
compulsive treatment at the time of life crisis was recognized as well, while admitting certain 
mental capacity. However, in Japan, there was a characteristic that there was a strong tendency to 
make consent for families as to the basis of compulsive treatment.

研究分野： 心身医学　臨床倫理学
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１．研究開始当初の背景 
 
 摂食障害は主に、神経性食欲不振症と神経
性過食症からなるが、最近の調査では若年女
性における有病率は神経性食欲不振症では
0.4-1%, 神経性過食症では 2-3%ともいわれ
ており、社会的問題となっている。摂食障害
に罹患することにより、社会参加が困難にな
ること以外に、月経停止に伴う出産能力の喪
失といった問題が存在し、社会的な喪失は大
きい疾患といえる。さらに、摂食障害患者は
死亡に至る転帰が多いことが問題となる。一
般的に、摂食障害の死亡率は 10％程度である
といわれており、その原因は、飢餓、自殺、
電解質異常、突然死といわれている（アメリ
カ精神医学会診断と統計マニュアル第 4版）、
摂食障害患者の多くは、疾患を隠しており医
療機関を受診していないと考えられること
から、潜在的患者数は多いと考えられ、同世
代女性と比較してその死亡率が 10 数倍であ
ることからもその経済的損失は大きいと考
えられる。摂食障害の治療において困難をも
たらすものの一つとして、治療拒否の問題が
ある。摂食障害の身体的問題は低栄養によっ
て生じるが、疾患の本質である肥満恐怖によ
って、身体的治療＝栄養様態の改善を拒否す
るケースが往々にして存在する。特に、身体
面で生命危機的状態にある場合は、治療を拒
否する摂食障害患者をどう扱うかが臨床倫
理上の問題となる。また、身体的に危機的で
はない状態においても、患者の予後と失われ
る患者の利益を考慮した場合、どのように扱
うべきかについては議論の余地があるとい
える。 
 現在、身体的に生命危機にあると考えられ
る摂食障害患者の場合は、多くの施設におい
ては、精神保健福祉法第 29 条を用いて、「自
傷の恐れ」と解釈して今日強制的に入院治療
を行うか、精神保健福祉法第 33 条を用いて
保護者の同意のもと医療保護入院の形をと
っているケースが多いと想像されるが、詳細
に不明である。また、本来、精神保護法第 29
条や第 33 条は、統合失調症や認知障害とい
った判断能力が欠如することが多い精神疾
患を想定している。しかしながら、精神疾患
における判断能力に関しては、Mental 
Capacity Act (U.K. 2005)の基本 5 原則にみ
られるように、Presumption of capacity（欠
如が明らかではない場合は意思決定能力が
あ る も の と し て 扱 う ）、 Maximizing 
decision-making capacity（自己決定を支援）、
The freedom to make unwise decisions（非
合理的な意思決定を行う自由）、The least 
restrictive alternative（権利や自由に対する
制限の最小化）、Best interests（最大限の利
益）を保証していく方向性が、現在の趨勢で
ある。このようにインフォームド・コンセン
トにみられるような患者の自律、自己決定を
重要視する昨今の医療において、精神保健福
祉法の非同意入院を摂食障害患者に適用し

てよいかについては倫理的に大いに議論の
存在するところである。また、医療保護入院
は、入院を必要とする精神障害者で、自傷他
害のおそれはないが、任意入院を行う状態に
ない者を対象としているが、「任意を行う状
態にない」ことが、判断能力の欠如を要件と
して示したものかどうか、措置入院の要件で
ある「自傷他害の恐れ」に摂食障害患者の拒
食が該当するのかどうか、といった法律上の
解釈についても明らかではないといった問
題点も存在する。 
 
２．研究の目的 
  
 摂食障害患者の治療拒否に関して、医学的、
倫理学的、法的な観点から実証的手法を用い
ながら詳細な検討を行うことを目的とする。 
具体的には①これまでの、倫理学的、法的な
観点からの論点を明らかにすること、②国内
の医療機関において、これまで経験的にどの
ような対応が行われているかに関して調査
を行い、現状把握すること、③ 医療者が治
療拒否への対応を決定する思考プロセスを
明らかにするために、治療拒否時の医療者の
意思決定で重視する項目を明らかにするこ
と ④ 保健行政の治療拒否に関する見解
を明らかにすること ⑤国内と海外の対応
を比較することにより、我が国対応が国際標
準に適っているかを明らかにする、の５点を
目的とした。 
 
３．研究の方法 
① 北米・欧州圏・国内の摂食障害の治療拒
否に関する文献研究による論点抽出 
 摂食障害の治療拒否に関連する精神医学
的、法的、倫理的国内外の文献について、デ
ータベース（医学：PubMed, 倫理: ETHX on the 
Web, 法律：West Law International, 国内
医学：医中誌, 国内法律：LIC, 判例検索シ
ステム）を使用して収集し、包括的レビュー
を行った。本レビューにより、論点を整理し、
意識調査研究のための基礎的資料とした。 
② 国内の摂食障害の治療拒否に関する医療
者を対象とした調査 
 国内の治療拒否に対する現状を把握する
ため、摂食障害学会に登録されている専門機
関、研修指定病院の救急部、措置入院可能な
精神科専門病院に対して、摂食障害患者の治
療拒否について質問紙調査（年間の件数、保
護入院、措置入院の件数、強制栄養の件数と
方法など）を行った。さらに、摂食障害治療
の専門家に対して、摂食障害患者の治療拒否
の架空ケース（未成年・成人, 短期罹病者・
長期罹病者, 身体的非危機状態・身体的危機
状態、うつ状態など 2x2x2x2=16 パターン）
を作成, どのように対応するか、その判断根
拠などについての意識調査を行った。 
③ 保健行政の治療拒否への対応に関する
調査 
保健行政側の治療拒否に対する態度・意識を



調査するために、精神医療審査会の審査委員
を対象に質問紙調査を行った。質問紙調査の
内容は、医療者を対象とした調査と同項目と
した。 
④ 北米・欧州圏の治療者における治療拒否
に関する意識調査 
国内の治療者の治療拒否に対する態度や意
識を国際比較するために、米国と英国の摂食
障害治療専門家へ、②で用いた架空ケースを
用いた質問紙調査を行った。 
 
４．研究成果 
 
① 摂食障害患者の治療拒否関する論点整
理 
 摂食障害の治療拒否に関する倫理的、法的
な記述を含む文献は 230 件であった、そのう
ち実ケースついて論じた 53 件を対象に論点
整理が行われた。結果、実際の症例において、
約半数が、治療拒否をしている神経性やせ症
患者の「判断能力」と「最善の益」について
検討がなされていた。また、実際治療されな
かった症例のうち、約半数の著者が治療すべ
きであったと主張していた。共通して参照さ
れている判断基準やガイドラインは存在せ
ず、主張な論点は主要な論点として判断能力
(76%)と最善の益(52%)であった。判断能力に
関しては、多くの文献において、摂食障害患
者を判断能力がない(69%)と考えられており、
その根拠としては、主に肥満恐怖が挙げられ
ていた。最善の益に関しては、治療拒否時の
最善の益を、医学的利益の観点から生命保護
(91%)と考えられていた。その手段として強
制治療が推奨されていた。ほぼすべての判例
で、患者の判断能力（86%）と最善の益(100%)
について論じられており、判断能力無しとす
る根拠に、「肥満恐怖による治療の害と益に
関する比較考量の障害」を挙げていた。 
   
 ② 国内の治療者の意識調査 
 文献調査の論点整理を受けて、国内の治療
者を対象に、判断能力と最善の益を中心に、
治療拒否時の意識調査を行った。 
 回答者は心療内科医師が 39%、精神科医師
は 45%であった。（図１） 
 初発の摂食障害患者と慢性の摂食障害患
者の治療拒否時の対応において、意識に差が
見られた。急性の摂食障害患者においては、
家族の治療同意があるないに関わらず、約
90%において積極的に治療が行われる傾向が
見られた。そのなかでも医療保護入院を選択
することが一番多く、これは家族の治療同意
が有る無しで大きな違いは見られなかった。
（図 2） 
 一方で、慢性の摂食障害患者の治療拒否時
には家族の同意がある場合には 90％におい
て積極的治療が行われるものの、家族の同意
がなければ積極的な治療が 70%に止まり、や
や積極的な治療が行われない傾向が見られ
た。（図 3）  

  強制的治療が選択される傾向にもかかわ
らず、判断能力に関しては、約 80%の医療者
が完全とは言えないまでも判断能力を有し
ていると考えていた。（図４） 
 
 
③保健行政の対応に関する調査 
 精神医療審査会を対象とした調査におい
て、初発の摂食障害患者の治療拒否は、家族
の治療希望がある場合には 90%以上の審査委
員は強制治療の対象となると回答していた。
（図 5）一方で、家族の同意がない場合は 50%
ほどに止まった。慢性の患者でもその傾向は
同様であった。(図 6) 
 判断能力に関しては、66%の審査委員が完
全とは言えないまでも判断能力を有してい
ると考えていた。これは治療者と比較して、
行政側の方がやや判断能力がないものとみ
なす傾向がみられるものの、全体的は大きな
違いはなかった。（図 7） 
国内の治療者と、保健行政側の摂食障害患

者の治療拒否に関する認識と意識には大き
な違いないことが明らかとなった。 
  
 ④ 米国・英国の治療者の意識との国際比
較 
 治療者の摂食障害患者の治療拒否に対す
る態度に関して、国際比較を行った。 
 初発の摂食障害患者の治療拒否時におい
て、家族の治療希望がある場合に積極的に治
療を行う割合は、米国・英国とも約 70%程度
であり、日本における 90%と比較して有意に
低い傾向がみられた。一方で、家族の同意が
ない場合の対応については有意な差が認め
られなかった。(図 8)慢性の場合も同様で、
家族の同意がある場合に限ってのみ、積極的
な治療を選択する割合が有意に日本の治療
者で多かった。（図 9） 
 以上から、世界的にも患者の最善の益を生
命とみなして、患者の意向に反して積極的に
治療を行う傾向はみられるものの、日本にお
いては家族の意向を重視する傾向が強いこ
とが判明した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
図１ 治療者内訳 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図 2 初発摂食障害患者の治療拒否（治療者） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図 3 慢性摂食障害患者の治療拒否（治療者） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図４ 摂食障害患者の判断能力（治療者） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図 5 初発摂食障害患者の治療拒否(審査会) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図 6 慢性摂食障害患者の治療拒否(審査会) 
 

図 7 摂食障害の判断能力（比較） 
 

図 8 初発摂食障害患者の治療拒否（国際比
較） 
 
 
 

 

 



 
図 9 慢性摂食障害患者の治療拒否（国際比
較） 
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